
 

  

会員募集しています！ 
商工会では、新規会員の加入推進をしています。ご近所や取引先等のお知り合いの方で、まだ商工会の 

会員でない方をご存知でしたら是非ご紹介ください。商工会職員が、ご紹介いただいた事業所へお伺いし、 

ご説明いたします。どうぞ、宜しくお願いいたします。 

℡ ８５４－０２１６ 担当 村井・新谷 

第３１９号 令和元年(2019年) ７月 

熊 野 町 商 工 会 案 内 

期 日 行   事   予   定 

７／１ 月   

２ 火   

３ 水   

４ 木   

５ 金  ・源泉所得税納付手続受付締切 

６ 土   

７ 日 七夕  

８ 月 コメの日  

９ 火   

１０ 水  ・三役会 10：30～  ・源泉所得税(納期特例分)納期限 

１１ 木   

１２ 金 パンの日  

１３ 土   

１４ 日   

１５ 月 海の日  

１６ 火   

１７ 水  ・就職ガイダンス in Kumano（町民会館） 受付 13：00～ 

１８ 木 コメの日  

１９ 金   

２０ 土   

２１ 日   

２２ 月 夫婦の日 ・キャッシュレス決済／軽減税率対応セミナー＆体験会（サンピア・アキ） 

２３ 火 ふみの日  

２４ 水   

２５ 木  ・労働保険第 1期口座振替日 

２６ 金 ふろの日  

２７ 土 土用の丑  

２８ 日 コメの日  

２９ 月   

３０ 火 梅干の日  

３１ 水 そばの日 ・商工会年会費 納付期限（口座振替日） 

 

 

 

TEL   082‐854‐0216 

FAX   082‐854‐6458 

E-mail kumano@hint.or.jp 
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                       詳しくは同封のチラシをご覧いただき商工会まで！ 

＜軽減税率対応レジの導入等支援＞ 

  対象者：軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等 

  補助率：原則 ３／４  なお、３万円未満のレジ購入の場合 ４／５ 

  補助上限：レジ１台あたり２０万円 

＜キャッシュレス決済端末の支援・消費者還元事業＞ 

  消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事業者のキャッシュレス化を推進 

  決済手数料の補助に加えて、キャッシュレス決済端末の導入に係る費用を幅広く補助 

 

７月２２日 キャッシュレス決済・軽減税率対応セミナー＆体験会開催！ 

2019年 10月が迫って来ました！ 

消費税軽減税率対応のための 

支援制度のお知らせ 

 

求職者と求人者の出会いの場を提供し、優秀

な人材を確保していただくため開催します。 

 

日時：７月１７日（水） 

13：30～15：30 

場 所：熊野町民会館 １階「集会室」 

合同企業説明会 

就職ガイダンス inＫumano 開催！  

去る６月２２日（土）、熊野町の観光を考える会 

が中心となって「筆の里工房」にて彼岸花の植栽と

草刈りを行いました。 

筆まつりの開催日に併せ、彼岸花が満開となり、新

名所となるようにと今年で４回目。秋には、真っ赤

な彼岸花が咲き誇るよう願っています。 

また、７月６日（土）にも今年度２回目の植栽を行

う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野町の観光を考える会 

 

健康診断・人間ドック等の検診費用が 

最高 15,000円まで助成されます。 

対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）および 

被保険者  

一契約者につき年度内２名が限度  

助成内容：加入口数３口まで…5,000 円または検診費用の半額

のいずれか低い額  

加入口数５口まで…10,000 円または検診費用の半

額のいずれか低い額  

加入口数６口以上…15,000 円または検診費用の半

額のいずれか低い額  

請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印をご持参

下さい  

※詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。 

商工貯蓄共済の加入特典について！ 

【健康診断等助成金制度】 

 

 

小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言

等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿

って地道な販路開拓等に取り組む費用の 

２／３を補助します。 

※補助上限 ５０万円 

 

補助対象となり得る取り組みイメージ 

①販促用チラシ作成、配布 

②商談会・見本市への出展 

③看板などの作成・設置 

④商品パッケージの改良 

⑤新商品開発経費 など 

 

＜受付締切＞ 

令和元年７月３１日（２次） 

お問い合わせは、〆切から２週間前までに商

工会へご連絡下さい。（村井・新谷まで） 

小規模事業者持続化補助金 

 


